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船舶事故調査報告書 

 

令和８年１月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年９月１０日 １５時２９分頃 

発生場所 佐賀県唐
から

津
つ

市加
か

部
べ

島北西方沖 

肥
ひ

前
ぜん

立
たて

石
いし

埼灯台から真方位２８６°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３４.３′ 東経１２９°５２.０′） 

事故の概要  押船第二十八明
みょう

神
じん

丸は、土運船A02-1507と押船列を構成して東北

東進中、また、作業船容
よう

丸は、南南東進中、A02-1507と容丸とが衝突

した。 

 容丸は、船長及び作業員２人が負傷し、機関室囲壁の圧壊等を生

じ、また、A02-1507は、船首部外板の擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和６年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 押船 第二十八明神丸、１９トン 

２９１－４０６５６福岡、宮川運送株式会社（Ａ社） 

   １７.５０ｍ×５.６０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,５１８kＷ（合計）、平成１４年６月 

Ｂ 土運船 A02-1507、５９７トン 

なし、株式会社青木組 

   ６２.００ｍ×１５.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成１４年（建造年） 

Ｃ 作業船 容丸、１.９トン 

ＳＡ３－２４２１７（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.５０ｍ（Lr）×２.３４ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４６.３４kＷ、平成７年７月 

   第２９０－５７１３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年４月１４日 

    免許証交付日 令和６年３月１９日 

           （令和１１年４月１３日まで有効） 

  甲板員Ａ ４１歳 
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   操縦免許なし、甲板部航海当直部員*1の資格認定あり 

Ｃ 船長Ｃ ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録日 昭和５２年１１月１１日 

    免許証交付日 令和４年１１月１日 

           （令和１０年９月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 重傷 １人（船長Ｃ）、軽傷 ２人（作業員） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部外板の擦過傷 

Ｃ 機関室囲壁の圧壊、機関の濡損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

気温 約３２℃、相対湿度 約７０％ 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、無人で空倉のＢ

船と、Ｂ船の船尾凹部に船首部を連結したＡ船とで押船列（以下「Ａ

船押船列」という。）を構成し、令和６年９月１０日１３時３０分

頃、伊万里港内の埋立工事現場を出航し、土砂の積込み場所である唐

津市唐津港内の浚渫工事現場に向かった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、空調を作動させたＡ船の上部船橋で、出航操船後もその

まま１人で操船を続けていたところ、鷹
たか

島
しま

肥
ひ

前
ぜん

大橋の手前で次の当直

者である甲板員Ａが昇橋した。 

船長Ａは、鷹島肥前大橋を通過後、自動操舵装置のリモコンで北北

東進する針路を設定し、周囲に航行の支障となる他船がいないことを

確認した後、１４時４５分頃に甲板員Ａと当直を交替し、降橋した。 

 
*1 「甲板部航海当直部員」とは、船舶の位置の測定、見張り、船舶の操縦等を職務とする部員で、国土交通省の資

格認定を受けた者のことをいう。 

Ａ船の上部船橋 

B船 

船首側 

上部船橋 

下部船橋 

A船 

B船 

船首側 

写真１ Ａ船押船列の外観 

汽笛の設置位置 
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甲板員Ａは、操縦席に腰を掛け、１.５海里（Ｍ）レンジとした 

レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、自動操舵のまま操船に当

たり、約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でＡ船押船

列を航行させた。 

甲板員Ａは、唐津市波戸
は ど の

岬北西方沖において、自動操舵装置のリモ

コンで加部島北方沖に向く針路を設定し、Ａ船押船列を東北東進させ

ていたところ、１５時２０分頃に左舷船首方約１.７Ｍの唐津市加
か

唐
から

島南方沖に船体の右舷側を見せて航行する小型船舶（Ｃ船）を視認し

た。 

このとき、甲板員Ａは、Ｃ船との距離が離れており、Ｃ船がどの方

向に航行しているのかはっきりと分からなかったので、しばらく様子

を見ることとした。 

その後、甲板員Ａは、時折左舷船首方を見ながら操船を続けていた

ところ、Ｃ船がＡ船押船列の進路上を右方に横切るように南南東進し

ていることが分かった。 

甲板員Ａは、直ちに衝突のおそれがあるとは思わなかったが、今

後、Ａ船押船列が海上衝突予防法（昭和５２年法律第６２号）上の保

持船、Ｃ船が同法上の避航船となる可能性があると思った。 

甲板員Ａは、Ａ船押船列とＣ船との距離がまだ離れていたので、Ｃ

船がいずれＡ船押船列を避航すると思い、そのままＡ船押船列を航行

させた。 

甲板員Ａは、１５時２４分頃、Ａ船押船列と左舷船首方のＣ船との

距離が約０.９Ｍになったとき、Ｃ船が避航動作を採らないまま航行

を続けていて方位変化がなかったので、両船がそのまま針路と速力を

保持して航行を続けると衝突する危険があると考え、まずＣ船に注意

を喚起しようと、長音の汽笛を鳴らした。 

甲板員Ａは、その後もＣ船がそのまま接近を続けていたが、運動性

能が良い小型船舶であるＣ船がいずれ避航動作を採ってＡ船押船列の

船首方を通過していくと思い、Ａ船押船列の針路を保持したまま、

徐々に両舷機の回転数を下げて減速した。 

船長Ａは、Ａ船の下部船橋で休息していたところ、Ａ船の汽笛を聞

いた後、機関音の変化により甲板員Ａが減速を行ったことが分かり、

その後も減速した状態が続いていたので、状況を確認しようと上部船

橋に向かった。 

甲板員Ａは、その後もＣ船が接近を続けて左舷船首方に迫ってきた

ので、両舷機を全速力後進としたが、Ｃ船がＢ船の船首部に隠れて見

えなくなった直後、１５時２９分頃に衝撃を感じた。 

（図１ 参照） 
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船長Ａは、衝撃を感じて直後に昇橋し、甲板員Ａに状況を尋ねたと

ころ、他船と衝突したかもしれないとの話があり、周囲を見回したと

ころ、右舷方の海上に転覆したＣ船とその周囲にＣ船乗船者を認め

た。 

船長Ａは、すぐに甲板員Ａと操船を交代し、甲板員Ａにもう１人の

甲板員と共にＣ船乗船者の救助に当たるよう指示した後、Ａ船押船列

がＣ船に近づき過ぎないように操船を行いながら、Ａ社及び‘Ａ船押

船列が従事していた海上工事の元請会社’（以下「工事元請会社」と

いう。）の担当者に携帯電話で本事故の発生を連絡した。 

連絡を受けた工事元請会社の担当者は、１１８番通報を行った。 

甲板員Ａらは、Ｃ船から離れた海上に浮いていたＣ船乗船者３人の

うちの１人に向かってＢ船上から救命浮環を投げ入れ、同人が掴
つか

んだ

救命浮環をＡ船の船尾部まで引き寄せ、同部の固定ばしご
．．．

から同人を

唐津港 

伊万里港 

向島 

青の実線は、Ａ船のＡＩS
記録に基づく航跡 

船長 A が甲板員 A と
当直を交替した場所 

加唐島 

加部島 

C船の係留場所 

波戸岬 呼子港 

図1b 
図1c 

唐津市 
鷹島肥前大橋 

図1a 

図1b 

長崎県 

有明海 

佐賀県 

平戸島 

壱岐島 

図１ 航行経路図 

図1c 甲板員 A が C 船を初認したとき
（20 分頃）の C 船のおおよそ
の位置 

甲板員 A が汽笛を鳴らしたとき
（24 分頃）の C 船のおおよそ
の位置 

C 船の進路 C 船 

A 船押船列 

加唐島 

事故発生場所 
（令和６年９月１０日 
  １５時２９分頃発生） 

肥前立石埼灯台 
★ 

青の実線は、Ａ船のＡＩＳ
記録に基づく航跡 

加部島 

0 2km 1 

0 2M 1 
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Ａ船上に救助した後、同様の方法でＣ船に掴
つか

まっていた船長Ｃを救助

した。 

船長Ａは、Ｃ船乗船者の最後の１人がＣ船の船底に上がっていたの

で、慎重に操船を行ってＡ船とＣ船とを接舷させた後、同人をＡ船に

移乗させて救助した。 

船長Ａは、甲板員ＡらにＡ船とＣ船とをロープで固定させ、自らも

１１８番通報を行った後、安全な海域でＡ船押船列を錨泊させた。 

（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ船は、レーダーの装備がない作業船で、船長Ｃが１人で乗り組

み、唐津市加唐島漁港の防波堤から灯台補修作業員の収容及び移送を

行う目的で、１４時４５分頃に加部島南岸の係留場所（唐津市呼
よぶ

子
こ

港

内）を出航した。 

船長Ｃは、気温約３２℃の厳しい暑さの中、加唐島漁港に向けて、

機関室囲壁船尾側の暴露甲板上の操縦区画に立って操船に当たってい

たところ、体の倦怠感（だるさ）を感じるようになった。 

なお、船長Ｃは、飲み物を持参していなかったので、操船中、水分

補給を行っていなかった。 

船長Ｃは、１５時１５分頃に加唐島漁港の防波堤から作業員２人

（以下「作業員Ｃ１」、「作業員Ｃ２」という。）を収容した後、係留場

所に向けて帰航を開始し、加唐島南方沖において、手動操舵により、

加部島西方沖に向く針路とし、Ｃ船を約６knの速力で南南東進させ

た。 

作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２は、船首部の段差部分に船尾方を向いて腰

を掛けていた。 

（写真３ 参照） 

 

 

 

 

Ａ船 

B船 

転覆したC船の船底 

写真２ 衝突後にＡ船とＣ船とをロープで固定した状況（唐津海上保安部提供） 
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船長Ｃは、体の倦怠感を感じながら、引き続き、暴露甲板上の操縦

区画に立って操船に当たっていたところ、南南東進を開始して間もな

く、意識が朦
もう

朧
ろう

となり、やがて意識を失った。 

船長Ｃは、その後も意識を失ったまま、Ａ船押船列の汽笛の音にも

Ａ船押船列にも気付かなかった。 

作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２は、船長Ｃの異変やＡ船押船列の汽笛の音

には気付かず、また、船尾方を向いていたので、Ｃ船がＡ船押船列に

接近していることに気付かなかった。 

Ｃ船は、同じ針路と速力で航行を続け、Ａ船が押していたＢ船と衝

突した。 

船長Ｃは、衝突の衝撃で意識を取り戻したが、すぐにＣ船がＡ船押

船列に押されて左舷側に転覆し、Ｃ船の船体に体を押され、作業員Ｃ

１及び作業員Ｃ２と共に海中に投げ出された。 

船長Ｃ、作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２は、全員救命胴衣を着用してお

り、海面に浮上後、船長Ｃは転覆したＣ船に掴まり、作業員Ｃ１はＣ

船の船底に上がり、作業員Ｃ２はＣ船から離れた場所に浮いていた。 

船長Ｃは、作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２と共にＡ船上に救助された後、

警察の警備艇に救助を依頼しようと１１０番通報を行った。 

船長Ｃ、作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２は、海上保安庁からの連絡により

来援した佐賀県水難救済会所属船にＡ船から移乗して呼子港まで運ば

れた後、同会所属船の乗組員が手配した救急車でそれぞれ唐津市内の

病院に搬送された。 

船長Ｃ、作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２は、病院の医師によって、それぞ

れ次のとおり診断され、船長Ｃは１３日間入院した。 

・船長Ｃ ：操船中に一過性意識消失を発症、腰椎捻挫 

・作業員Ｃ１ ：第２腰椎横突起骨折、右肩関節捻挫、両手挫滅創 

・作業員Ｃ２ ：右肋
ろく

軟骨損傷、腰椎捻挫、左肘・両手擦過創、 

右腓
ひ

腹筋損傷 

写真３ Ｃ船の外観（本事故前に撮影されたもの。船長Ｃ提供） 

作業員Ｃ１及び作業員Ｃ２が腰を掛けていた場所 

船首側 

オーニング（日よけ、雨よけ） 

機関室囲壁 

操縦区画 

船首側 
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Ａ船にロープで固定されていたＣ船は、工事元請会社が手配したク

レーン台船上に回収された後、呼子港まで運搬され、後日、廃船処理

された。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）） 

 その他の事項 (1) 乗船経験等 

① 船長Ａ 

平成５年頃にＡ社に入社後、押船等に船長として乗り組んで

おり、Ａ船の船長としての経験が約２０年あった。 

Ａ船では、港内などの狭い海域では自らが操船を行い、広

く、通航船舶が多くない海域では甲板員に操船を任せていた。 

② 甲板員Ａ 

令和２年頃にＡ社に入社後、押船等に甲板員として乗り組ん

でおり、Ａ船の甲板員としての経験が約２年あった。 

令和４年に甲板部航海当直部員の資格認定を受けてから１人

でＡ船の操船を行うようになり、本事故発生場所周辺で１人で

操船を行った経験も豊富にあった。 

③ 船長Ｃ 

小型船舶の船長としての経験が約５０年あった。 

当初漁業に従事していたが、平成１６年に佐賀県知事から遊

漁船業者としての登録を受けてからは、Ｃ船を瀬渡船として運

航したり作業船として運航したりしていた。 

(2) 健康状態等 

① 船長Ａ及び甲板員Ａ 

健康状態は良好であった。 

② 船長Ｃ 

加部島漁港を出航する前、体に不調はなく、健康状態は良好

であった。 

また、本事故当時、半袖のポロシャツ、作業ズボンを着用

し、キャップを被っていた。 

写真４ 回収時のＣ船（唐津海上保安部提供） 
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(3) 本事故発生場所周辺の船舶の通航状況 

本事故当時、本事故発生場所周辺（加部島北西方沖）を航行し

ていた船舶はＡ船押船列とＣ船のみであり、航行の支障となる他

の船舶は存在していなかった。 

(4) 船長Ｃが発症した一過性意識消失の原因 

船長Ｃは、搬送された病院でＣＴ画像検査や超音波検査等を受

けたが、操船中に一過性意識消失を発症した原因は不明であっ

た。なお、船長Ｃは、同病院の医師から、熱中症により一時的に

意識を消失した可能性がある旨を聞いた。 

(5) 熱中症に関する情報 

① 熱中症の症状等 

環境省のウェブサイト「熱中症予防情報サイト*2」に掲載され

た「熱中症環境保健マニュアル２０２２（令和４年３月改訂)」

によれば、熱中症の症状、予防方法等については、次のとおり

である。 

ａ 熱中症は、体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分

や塩分（ナトリウムなど）の減少、血液の流れが滞るなどし

て、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされることなど

により発症する障害の総称である。 

ｂ 熱中症の主な症状には、めまい、筋肉の硬直（こむら返

り）、頭痛、倦怠感、意識障害等がある。 

ｃ 汗をかくことで体内の水分量が減少すると、筋肉や脳など

に十分血液が行き渡らないため、筋肉がこむら返りを起こし

たり、意識がボーっとして意識を失ったりする。 

ｄ 高齢者は、若年者よりも体液量及び血液量が少ないことが

知られており、皮膚血管拡張と発汗によって熱を体の外に逃

がす機能が低下するなどしているため、熱中症になりやす

い。 

ｅ 水分と塩分を補給（経口補水液やスポーツドリンクの摂

取）したり、太い血管のある脇の下、両側の首筋、足の付け

根を冷やしたりして予防する。 

② 暑さ指数 

暑さ指数は、熱中症予防を目的とした指標で、３１以上は

「熱中症の発生が危険なレベル」とされている。 

環境省のウェブサイト「熱中症予防情報サイト」によれば、

唐津市に所在する観測所における、本事故当日の昼間の日
ひ

最
さい

高
こう

暑さ指数*3は３２.６であり、熱中症の発生が危険なレベルと 

 
*2 環境省「熱中症予防情報サイト」https://www.wbgt.env.go.jp/ 
*3 「昼間の日最高暑さ指数」とは、当日の暑さ指数の最高値で、昼間の熱中症のおおよその危険度を確認すること

ができる。 
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なっていた。 

なお、船長Ｃは、本事故当日の暑さ指数を確認していなかっ

た。 

(6) 船長Ｃの水分補給の状況 

船長Ｃは、ふだん、航海時間が長くなる場合は、飲み物を持参

し、操船中に適宜水分を補給していたが、本事故当時、加部島と

加唐島とを往復する航海時間が１時間程度と短かったので、飲み

物を持参していなかった。 

(7) Ａ船の汽笛に関する情報 

海上衝突予防法の規定により、船舶はその長さ（全長）に応じ

て汽笛等を備えなければならず、汽笛の技術基準等については同

法施行規則（昭和５２年運輸省令第１９号）に定められている。 

Ａ船（長さ２０ｍ未満の船舶）が備えるべき汽笛の技術基準

は、概略次表のとおりである。なお、汽笛はできる限り高い位置

に設置しなければならない。 

 

 基本周波数*4 音圧*4 

長さ２０ｍ

未満の船舶 

１８０Hz以上 

４５０Hz以下 
１２０db以上 

４５０Hz以上 

８００Hz以下 
１１５db以上 

８００Hz以上 

２,１００Hz以下 
１１１db以上 

 

Ａ船には、前記基準を満たす基本周波数６５０Hz及び音圧  

１１５db以上の電子ホーンが上部船橋のマストに設置されてい

た。また、Ａ船は、令和６年８月に船舶検査（中間検査）を受検

し、その際に行われた汽笛の吹鳴試験に合格していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

(1) 事故発生の状況 

① Ａ船押船列 

Ａ船押船列は、加部島北西方沖を東北東進中、甲板員Ａが、

左舷船首方にＡ船押船列の進路上に向かって方位変化がなく航

行するＣ船を視認し、汽笛による注意喚起を行った後もＣ船が

そのまま接近を続けていたが、大幅に針路の変更及び減速をし

 
*4 「周波数」は音の高さを、「音圧」は音の大きさをそれぞれ表す。 
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なかったことから、Ｃ船との衝突を回避する機会を失し、Ｂ船

とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

② Ｃ船 

Ｃ船は、加部島北西方沖を南南東進中、Ａ船押船列が右舷船

首方からＣ船の進路上に向かって方位変化がなく航行する状況

下、船長Ｃが、操船中に意識を消失したことから、Ａ船押船列

に気付かず、Ａ船が押していたＢ船と衝突したものと考えられ

る。 

(2) 事故発生の要因に関する解析 

① 甲板員Ａの操船判断に関する解析 

甲板員Ａは、Ａ船押船列及びＣ船がそれぞれ海上衝突予防法

上の保持船及び避航船に当たると判断し、運動性能が良い小型

船舶であるＣ船がいずれ避航動作を採ってＡ船押船列の船首方

を通過すると思ったことから、大幅に針路の変更及び減速をせ

ず、また、連続して、注意喚起信号や警告信号を行わなかった

ものと考えられる。 

② 船長Ｃが意識を消失した要因に関する解析 

船長Ｃは、操船中に一過性意識消失を発症したと診断され

た。 

船長Ｃは、病院で各種検査が行われたものの、一過性意識消

失の原因は不明であったが、次のことから、熱中症が関与し、

一過性意識消失を発症した可能性があると考えられる。 

ａ 本事故当日は、暑さ指数が高く、熱中症の発生が危険なレ

ベルとなっていたこと。 

ｂ 熱中症の主な症状には、倦怠感のほか、意識障害があるこ

と。 

ｃ 船長Ｃは、熱中症になりやすいとされている高齢者であっ

たこと。 

ｄ 船長Ｃは、経口補水液やスポーツドリンクを持参しておら

ず、水分や塩分を補給することができないまま操船を続けて

おり、操船中に体の倦怠感を感じていたこと。 

③ Ａ船押船列の汽笛に関する解析 

甲板員Ａは、本事故当時、Ｃ船への注意喚起のため汽笛（長

音）を鳴らしたものの、同汽笛の音は、Ｃ船の船首部が波を切

る音やＣ船の機関音に遮られたことから、作業員Ｃ１及び作業員

Ｃ２に聞こえなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、加部島北西方沖において、Ａ船押船列が東北東進中、Ｃ

船が南南東進中、船長Ｃが、操船中に意識を消失したため、Ａ船押船

列に気付かず、また、甲板員Ａが、Ａ船押船列の進路を横切るＣ船の

方位に変化がないことに気付きながらも、Ｃ船がいずれ避航動作を採
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ると思い、大幅に針路の変更及び減速をしなかったため、衝突を回避

する機会を失し、Ａ船が押していたＢ船とＣ船とが衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｃは、熱中症による意識障害を発症し、意識を消失した可能性

があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・空調設備がない区画で操船を行う小型船舶の船長は、気温が高く

なる時期に船舶を運航する場合、出航前に暑さ指数により熱中症

の発生リスクを確認し、同リスクに応じて、出航を見合わせた

り、経口補水液やスポーツドリンクを持参して操船中に適宜水分

や塩分を補給したりして熱中症の発症を予防すること。 

・船橋当直者は、海上衝突予防法上の避航船となる他船に対して注

意喚起の信号を行っても避航する様子が見られない場合、他船が

自船の存在を認識していないことを念頭に置き、速やかに警告信

号等を連続して行うとともに、十分に余裕のある時機に、大幅に

衝突回避動作（転舵や減速）を採ること。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 

対地針路※(°) 
対地速力

（kn） 
緯 度 

(°－′－″) 

経 度 

(°－′－″) 

15:15:54 033-33-18.1 129-50-02.8 033.0 9.3  

15:16:54 033-33-25.9 129-50-08.9 033.6 9.3  

15:17:54 033-33-33.3 129-50-15.7 043.5 9.1  

15:18:54 033-33-39.2 129-50-23.9 054.0 9.0  

15:19:54 033-33-43.8 129-50-32.9 059.4 8.4  

15:20:54 033-33-48.1 129-50-41.7 060.7 8.4  

15:21:54 033-33-52.1 129-50-50.9 063.2 8.9  

15:22:54 033-33-55.8 129-51-00.5 066.5 8.8  

15:23:54 033-33-59.4 129-51-10.1 064.3 8.6  

15:24:54 033-34-02.8 129-51-19.3 066.9 8.2  

15:25:54 033-34-06.6 129-51-28.5 067.2 8.4  

15:26:54 033-34-09.2 129-51-37.6 066.2 8.2  

15:27:54 033-34-12.3 129-51-46.9 068.8 8.3  

15:28:54 033-34-15.2 129-51-55.7 070.4 5.5  

15:29:54 033-34-15.5 129-51-57.8 103.8 0.8  

15:30:54 033-34-15.4 129-51-58.7 093.6 0.7  

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 


